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乙訓福祉施設事務組合とは　向日市、長岡京市、大山崎町の2市1町が福祉事業の一部を共同して行うことを目的として設立されている一部事務組合（特別地方公共団体）です。

乙 訓 福 祉 施 設 事 務 組 合 '09.6月◎21号 ●発　行●
乙訓福祉施設
事務組合総務課
●住　所●

京都府長岡京市
井ノ内西ノ口17-8
TEL.075・954・6507
FAX.075・958・1639
HP http://www.otsufuku.com

乙 訓 若 竹 苑乙 訓 若 竹 苑 TEL 075・954・6501
FAX 075・954・6588

乙訓若竹苑は、就労移行支援事業・就労継続支援（Ｂ型）事業・
生活介護事業・地域活動支援センター事業・日中一時支援事業と
５つの事業を実施する、多機能型の障がい者支援施設です。

　ＮＡＣを、ご存知ですか？　それは就労に必要なものを表します。

　　　Ｎ　　Needs　 （本人の希望）
　　　Ａ　　Ability （能力）
　　　Ｃ　　Chance （希望と能力を生かせる機会）

　まず、本人が、「働きたい」という気持ちを持っていることが第一です。
　なぜ、働きたいのか？「お金が欲しいから」「一人暮らしがしたいから」「スー
ツを来て通勤したいから」等、理由は何であれ、「働きたい」という強い気
持ちが必要です。
　次に、「働く力」が必要です。「働く力」って、何でしょう？　ここに、ひ
とつの考え方があります。それは、ピラミッドになっています。
　「働く力」の土台は、自身の健康管理を行う力です。生活リズムが不安定
だったり、体調不良が続くようでは、働き続けることは難しくなります。ま
た、就労すると給料をもらいますが、金銭管理ができていないと、携帯電話
や遊ぶことに給料を全て使ってしまい、生活費に困るという事態にもなりか
ねません。さらに、仕事をする力はあっても、職場での人間関係がうまくい

を応援します
乙訓若竹苑 就労移行支援事業

平成21年度の就労移行支援事業の取り組み 就労移行支援事業での支援内容

しょうがい者就業・生活支援センターとの連携

　平成21年度の就労移行支援事業は、11名でスタートしました。
　平成19年度の事業開始から、これまでに７名が就職しました。

はたらきたい

　また、利用期限２年が過ぎ、就労を目指してさらに１年利用を延長した利
用者は４名です。この４名にとって今年は、最後のチャレンジの年になりま
す。利用者、支援員共に日々の訓練や職場実習を積み重ねるとともに、求職
活動を積極的に行い、就労に向け、努力していく所存です。就労移行支援事
業では、原則２年という有期限で就労する人を多く送り出すことが課題であ
ると考え、「就労できる人を育てるプログラム」を作り、実施していきます。

働く力の
考え方 仕事の力

職業生活の力

日常生活の力

健康管理の力

適性・技能・資格・経験

定時出勤・欠勤時の連絡・
集中力・持続力・
対人技能・求職技能

起床・就寝・食事・栄養・
体力・体格・清潔・整容・
移動・金銭管理

定期的な通院・服薬・
不調サインへの気づき・
早めの受診

取り組み  内　　容

日常的な作業訓練 乙の国福祉会旭が丘ホーム（清掃）

就労へのスキルの獲得

履歴書の書き方・求人表の見方・電卓の使い方・パソ
コン入力・ピッキング・パッケージング・マナー・挨
拶・ことば遣い・身だしなみ・面接練習・健康管理・
金銭管理・職場でのルールの理解・報告・連絡・相談・
感情のコントロール・対人技能

職場実習
（平成21年4月現在）

京都西山短期大学（清掃）・乙の国福祉会旭が丘ホー
ム（洗濯物たたみ）・ほのぼの福祉会サポートハウス
ほのぼの（清掃）・ドライクリーニングやまぐち（ク
リーニング作業補助）

職業準備訓練 京都障害者職業センター ・介護サービス科

求職活動 京都障害者職業相談室（求職登録・ハローワーク訪問・
就職面接会）

　この４月に、しょうがい者就業・生活支援センター「アイリス」が、オー
プンしました。「アイリス」では、実習先の開拓・実習中の支援、求職活動
への同行、職場定着支援（アフターフォロー）、生活面での支援・相談を行
います。
　若竹苑就労移行支援事業は「アイリス」と連携して、就労支援を行ってい
きます。 

　「障害」の「害」という漢字は否定的なイメージを思い浮かべたり、不快感をもたれたりと、人に対して使用することが心身に障がいを持つ方々への
差別や偏見を助長しかねません。このことから、本組合では今年度４月１日から新たに作成・発送する文書や広報などは、人や人の状態を表す「障害」
の文字を「障がい」と表記します。但し、法律や制度の名称及び「障害物」など人や人の状態を表さない言葉では、従来どおりの表記となります。

かなかったり、職場のルールが守れないようでは、本人、周囲の人双方がし
んどくなってしまいます。
　そして、本人の希望と能力を生かせる機会をタイムリーにつかまえること、
それが「就労」です。就労移行支援事業では、このＮＡＣをもとに、就労支
援を行います。

実習先：ドライクリーニング
やまぐちにて

就職先：長岡京市立神足
ふれあい町家にて

実習先：サポートハウス
ほのぼのにて

!

「障がい」のひらがな
表記について
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当 初 予 算 の 概 要
　乙訓福祉施設事務組合では予算を、市町
村等の自治体と同様に議会（組合議会）で
審議、決定しています。
　平成21年度の当初予算は、 3月25日に行
われた組合議会で決まりました。
　総額は 3億 7 千698万 6 千円で、昨年度と比
べて707千円（0.2％）の減額となっています。

　平成20年度の乙訓福祉施設事
務組合各

実施機関への請求は、ありませ
んでした。

　なお、請求以外で公開対象と
なってい

るものについては、公開してい
ます。

情報公開制度の実施状況

組合機構図と職員構成 組合議会議員紹介

議　　長 山 本 圭 一 （大山崎町）

副議長 能 勢 昌 博 （長岡京市）
議　　員
（監査委員） 山田千枝子 （ 向 日 市 ）

議　　員 朝 子 直 美 （大山崎町）

〃 飛鳥井佳子 （ 向 日 市 ）

〃 瀬 川 光 子 （長岡京市）

〃 長尾美矢子 （ 向 日 市 ）

〃 西 林 哲 人 （大山崎町）

〃 祐 野　 恵 （長岡京市）

議会は傍聴可能です。（予約不要）
議会日程についてはホームページに掲載しています。

6 月 1 日現在の組合議会議員は、次の
方々です。

※予算の詳細についてはホームページに
掲載しています。

　乙訓福祉施設事務組合は、財政状況の公表に関する条例に基づき、毎年 6
月と12月に組合財政の状況について公表しています。
　今回は、平成20年度の下半期分として、平成21年 3 月31日現在における予
算の執行状況や組合財産の現在高等についてお知らせします。

＊上記の組合債は、平成15年度の乙訓ポニーの学校（組合庁舎含む）移設
工事の財源として借り入れたものです。

　平成21年 3 月までの一時借入金の借入実績は、ありませんでした。

◇一般会計歳入歳出予算執行状況
 （平成21年 3 月31日現在）

◇組合債及び一時借入金の状況 （平成21年 3 月31日現在）

◇組合財産の現在高 （平成21年 3 月31日現在）

歳　入 （単位：千円） ○基金の状況 （単位：千円）

○組合債の状況 （単位：千円）

○一時借入金の状況

款 予算現額 構成比 収入済額 収入率
1 分担金及び負担金 370,768 94.6％ 352,838 95.2％
2 府　支　出　金 5,000 1.3％ 5,000 100.0％
3 財　産　収　入 4,161 1.1％ 5,285 127.0％
4 繰　　越　　金 10,280 2.6％ 10,280 100.0％
5 諸　　収　　入 1,539 0.4％ 1,555 101.0％

歳 入 合 計 391,748 100.0％ 374,958 95.7％

歳　出 （単位：千円）
款 予算現額 構成比 支出済額 執行率

1 議 会 費 2,315 0.6％ 2,054 88.7％
2 総 務 費 61,692 15.7％ 59,862 97.0％
3 民 生 費 308,117 78.7％ 280,456 91.0％
4 公 債 費 18,624 4.8％ 18,624 100.0％
5 予 備 費 1,000 0.3％ 0 0.0％

歳 出 合 計 391,748 100.0％ 360,996 92.2％

区　分 数量・面積 内　　容

土　地 3,286.46㎡ 若竹苑
ポニーの学校用地（旧ポニー用地含む）

建　物 2,045.58㎡ 若竹苑、ポニーの学校（組合庁舎含む）
物　品 109品 1 品10万円以上の物品

名　称 平成21年 3 月31日現在残高
財政調整基金 11,771
施設整備基金 90

区分（件数） 借入年月 当初借入額
平成21年
3 月31日現在高

借 入 先

普通債( 1 件） 平成16年 4 月 139,000 86,875 市中銀行
合　計 139,000 86,875

平成21年度

財 政 状 況 の 公 表 平成20年度下半期
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平成21年度　乙訓圏域障害者自立支援協議会と他の機関等関係図

乙訓圏域障害者自立支援協議会

委託相談事業所連絡会

京都府（保健所）
乙訓 2市 1町

障がい者介護担当者交流会
（乙訓医師会）

精神障害ネットワークの推進

発達障害ネットワークの推進

乙訓特別支援連携協議会
（向日が丘相談・支援センター）

乙訓圏域退院支援協議会
（アンサンブル）

発達障害者圏域支援センター
（乙訓ひまわり園・コラボねっと）

全体会

相談事業プロジェクト

ヘルパー養成プロジェクト

地域生活支援部会
○生活の場を探る「在宅、ＣＨ・ＧＨ、入所施設等」

「医療的ケア」部会就労支援部会

運営委員会

向日市、長岡京市、大山崎町、乙訓保健所、乙訓障害者地域生活支援センター「キャンバス」、乙訓ひまわり園地域生活支援センター、地域活動支援センター
アンサンブル、しょうがい者就業・生活支援センターアイリス・向日市社協障害者地域生活支援センター、コラボねっと・京都自立支援センター（ ）

　平成20年度における介護認定審査の二次判定結果は、総審査件数が5,102件
で、内訳は「自立（非該当）」16人、「要支援 1」431人、「要支援 2」819人、「要
介護 1」1,012人、「要介護 2」863人、「要介護 3」694人、「要介護 4」 677人、
「要介護 5」590人でした。
　また、平成20年度における障害程度区分認定審査の二次判定結果は、総審査
件数が85件で、内訳は「自立（非該当）」 0人、「区分 1」 2人、「区分 2」13人、
「区分 3」21人、「区分 4」13人、「区分 5」15人、「区分 6」21人でした。
　なお、向日市、長岡京市、大山崎町それぞれの介護認定審査及び障害程度区
分認定審査の結果は、右の表のとおりです。

　平成21年 4 月から、申請されたご本人にかかる介護の手間をより正確に反映
するため要介護認定の方法の見直しが行われました。
　「認定調査」では、調査時のご本人の状態をありのままに調査する方法に変
わりますので、ご本人やご家族の方が、ご本人の普段の様子を調査時に詳しく
お伝えいただくことが重要になります。
　医療、保健、福祉に関する学識経験者で構成する認定審査会（二次判定）
は、「一次判定の結果」「認定調査書」「主治医意見書」の資料を総合的に判断

し、ご本人の日常生活の上で、どれほど介護の手間がかかるかを検討し、二次
判定を行います。介護障害審査課

平成20年度 介護認定審査結果及び
障害程度区分認定審査結果

4月から要介護認定方法の見直しがありました

平成20年度　介護認定審査会審査判定結果一覧

平成20年度　障害程度区分認定審査会審査判定結果一覧

審査
件数

修正
件数

内訳 審査結果内訳

上方
修正

下方
修正 非該当 要支援

1
要支援
2

要介護
1

要介護
2

要介護
3

要介護
4

要介護
5

向 日 市 1,773 490 375 115 2 122 257 383 313 232 272 192

長岡京市 2,747 787 640 147 14 243 478 498 450 382 346 336

大山崎町 582 179 145 34 0 66 84 131 100 80 59 62

合　　計 5,102 1,456 1,160 296 16 431 819 1,012 863 694 677 590

％ 100 28.5 22.7 5.8 0.3 8.4 16.1 19.8 16.9 13.6 13.3 11.6

審査
件数

修正
件数

内訳 審査結果内訳

上方
修正

下方
修正 非該当 区分 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分 5 区分 6

向 日 市 26 18 18 0 0 0 6 7 5 4 4

長岡京市 54 22 21 1 0 2 7 12 8 10 15

大山崎町 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2

合　　計 85 40 39 1 0 2 13 21 13 15 21

％ 100 47.1 45.9 1.2 0.0 2.4 15.3 24.7 15.3 17.6 24.7

　向日市・長岡京市・大山崎町が共同で設置した「乙訓圏域障害者自立支
援協議会」は障害者の生活を支援するために、サービス事業所・相談支援
センター・医療・教育・雇用・企業・障害者団体・行政等が参加し、乙訓
圏域内の障害者支援の方法を協議しています。事務局は乙訓福祉施設事務
組合内乙訓圏域障害者総合相談支援センター内にあります。

１．専門部会を設置する
　Ⅰ　地域生活支援部会

生活の場（在宅、ＣＨ・ＧＨ、入所施設等）を探る。をテーマに協
議する
ヘルパー養成プロジェクトを設置し、ヘルパー養成講習を共催する

　Ⅱ　就労支援部会
障害者雇用プロジェクトを設置し、企業と連携して障害者雇用の
ネットワーク構築に取り組む

　Ⅲ　「医療的ケア」部会
　　　具体的な「医療的ケア」の支援策を提言する
2 ．相談支援体制を充実させる
相談支援プロジェクトを設置し、自立支援協議会の基盤である相談事
業の充実を図るため相談支援員等の資質の向上を図る

3 ．各種団体・機関の研修会等を支援する
　　障害者の自立支援に供する研修会等を公募し、支援する
4 ．ネットワークの構築を図る
　　精神障害ネットワークの推進を図る
　　発達障害ネットワークの推進を図る
　　協議会のホームページを充実させる
　　乙訓管内・管外のネットワークとの連携を図る
5 ．その他目的達成のために必要なことを行う

平成21年度 乙訓圏域障害者自立支援協議会事業計画

3 年目を迎えた
「乙訓圏域障害者自立支援協議会」
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　乙訓ポニーの学校は、発達の
遅れやつまずきが心配されるお
子さんを対象とした療育施設で
す。障害者自立支援法に規定さ
れている、障害福祉サービス事
業の中の児童デイサービスに該
当します。乙訓２市１町に居住
されている就学前のお子さんと
そのご家族に対し、早期療育や
相談事業を行う場として設けら
れています。

TEL 075・952・5000
FAX 075・953・5200

豊かな育ちに向けて

療育の内容

　子どもたちは豊かな遊びを通して、回りの世界と関わっていく力を育てて
いきます。人とのふれあい、いろいろなことを他の人と共有しながら、基本
的生活習慣を身につけたり、ものごとを認識する力や表現する力を伸ばして
いきます。
　自ら環境に働きかけていく力が弱いために、興味の幅が広がりにくかった
り、うまくコミュニケーションがとれない子どもがいます。しかし、その内
面にはたくさんの可能性を秘めています。
　ポニーの学校は、それぞれのお子さんに応じた子育てを、保護者のみなさ
んとともに考えていきたいと思っています。

利用するには
　平成21年度は４月時点で90名の方が利用されています。内訳は、週１回
の定期利用児87名、月１回の定期外利用児3名 となっています。ポニーの
学校の申し込みは年４回あり、６月、９月、12月に申し込みを受け付けて
います。今年度も通園広場やオープンスペース、卒・在園児対象の施設開放
日、おもちゃライブラリー等、様々な事業を実施していく予定です。
対　　象　 乙訓二市一町に住居を有する就学前の子どもとその保護者です。

市町で受給者証の交付を受けることが必要です。
利用期間　 受給者証に記載された介護給付費の給付決定期間の範囲内で利用

できます。受給者証を更新することにより継続して利用すること
ができます。

費　　用　 平成21年４月からの利用者負担は『応能負担』に変わっていま
すが、しばらくの間は厚生労働大臣が定める基準により介護給付
費の原則1割を負担して頂きます。　　　　

平成20年度　乙訓ポニーの学校利用児童数 （人）

 4月  7月  10月  １月

 向日市  35  36  37  36

 長岡京市  59  58  55  59

 大山崎町  6  8  10  8

 計  100  102  102  103

卒・在園児
のための 施設開放事業
いずれも10時～15時です

平成21年　 8月 9 日（日） 9月27日（日）
平成22年　 1月 6 日（水） 3月30日（火）

おもちゃライブラリーのご案内
　おもちゃライブラリーは通園児親子に限らず、どなたでも利用し
ていただけるように、プレイルームを開放している日です。ゆった
りとしたスペースで、好きなおもちゃやトランポリン・ブランコ等
の大型遊具を使って自由にあそべます。
　また、あそびのアドバイスや子育てに関する相談にも応じていま
す。お聞きになりたいことがありましたら、気軽に職員に声をかけ
てください。
　9月までの予定は以下のとおりです。夏は水あそびも楽しめます。

6月23日（火）　7月28日（火）　8月25日（火）　9月15日（火）

　原則として毎月第4火曜日に開催しています。時間は10時～11
時30分です。
　10月以降の予定はポニーの学校までお問い合わせ頂くか、ホー
ムページにてご確認ください。

○定期療育
　週1回の通園です。少人数でのグループ及び個別指導を通じてそれぞれの
児童の発達上の課題に取り組みます。　
　●親子プレイクラス　 保育所、幼稚園等に通園していない利用児（主に０

～２歳児）に、手あそびや素材あそびなど親子の関
わりを中心とした療育プログラムを組んでいます。

　●個別対応クラス　  個別療育を中心に実施しています。大人との１対１
の関わりを通して精神的安定と人との関係の基礎
づくりをします。　　　　　　

　●グループ療育クラス 　 小グループでの療育を中心に実施しています。集団
あそびを深め、他者の意図やルールを意識する中
で、適切な自己表現と仲間意識を育みます。

○定期外療育
　月１回の通園です。個別指導を通じてそれぞれの児童の発達上の課題に取
り組みます。
○訪 問 活 動
　家庭訪問の他、保育所や幼稚園を訪問し連携を図ります。
○保護者相談
　毎回、子どもの療育と並行して保護者相談の時間があります。
　保護者グループでの話し合いを通して子育て等について考えます。
○療 育 相 談
　卒園児保護者や利用希望保護者を主たる対象に実施しています。
○各 種 相 談
　嘱託医相談、理学療法士相談、言語聴覚士相談（以上、非常勤）との相談
を通して助言を得ることができます。
○行　　　事　４月　療育開始式 11月　秋の遠足
               　　５月　春の遠足 12月　年末のお楽しみ会
               　　６月　両親教室  １月　家族懇談会
               　　７月　家族懇談会  ２月　両親教室
               　　９月　保護者交流会  ３月　就学児を送る会


